
魚津市告示第98号 

 

 魚津市水産業経営安定緊急支援補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和２年８月26日 

   

                  魚津市長  村椿  晃 

 

 

 

魚津市水産業経営安定緊急支援補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、魚津市補助金等交付規則（平成２年魚津市規則第６号

）第21条の規定に基づき、魚津市水産業経営安定緊急支援補助金（以下「

補助金」という。）の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付） 

第２条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、漁業経営の悪化

など大きな影響を受けている水産業に対して、事業の継続に向けた支援を

行うため、魚津漁業協同組合（以下「補助対象者」という。）が実施する

水産業の経営安定に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交

付するものとする。 

（補助対象事業等） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業、対象経費及び補助金の額は、別表

に定めるとおりとする。 

（交付申請） 

第４条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、魚津市水産

業経営安定緊急支援補助金交付申請書（様式第１号）に次の書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

 （１） 事業計画書 

 （２） 収支予算書 

 （３） その他必要な書類 

（交付の決定及び通知） 

第５条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、

補助金の交付の可否について決定し、魚津市水産業経営安定緊急支援補助

金交付（不交付）決定通知書（様式第２号）により、当該申請者に通知す

るものとする。 

（実績報告） 



第６条 前条の交付決定の通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）

は、補助事業が完了したときは、魚津市水産業経営安定緊急支援補助金実

績報告書（様式第３号）に次の書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

（１） 事業報告書 

（２） 収支決算書 

（３） その他必要な書類 

（額の確定） 

第７条 市長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査

し、適切であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、魚津市

水産業経営安定緊急支援補助金額の確定通知書（様式第４号）により、補

助事業者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第８条 前条の通知を受けた者は、補助金の請求をしようとするときは、魚

津市水産業経営安定緊急支援補助金請求書（様式第５号）を市長に提出し

なければならない。 

（補助金の返還） 

第９条 市長は、補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに

該当したときは、交付の全部若しくは一部を取り消し、既に補助金が交付

されているときは、当該補助金の全部若しくは一部を返還させることがで

きる。 

（１） 交付申請に虚偽、不正等があったとき。 

（２） その他この要綱に反する行為があると認められるとき。 

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、公表の日から施行する。 

 （この告示の失効） 

２ この告示は、令和３年３月31日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

事 業 名 対象経費及び補助金の額 

販売手数料支援事業 補助対象者が、令和２年４月及び５月の販売額

に応じて漁業者に返金する販売手数料に相当す

る額 

市場対策支援事業 地方卸売市場における新型コロナウィルス感染

症拡大防止対策に要する経費に相当する額 



様式第１号（第４条関係） 

年  月  日 

 

魚津市長                      あて 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水産業経営安定緊急支援補助金交付申請書 

 

魚津市水産業経営安定緊急支援補助金 金      円を交付されるよ

う魚津市水産業経営安定緊急支援補助金交付要綱第４条の規定により、関係

書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

２ 関係書類 

（１）事業計画書 

 

（２）収支予算書 

 

（３）その他必要な書類 

 



様式第２号（第５条関係） 

魚津市指令 第  号 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水産業経営安定緊急支援補助金交付（不交付）決定通知書 

 

年 月 日付けで申請のあった魚津市水産業経営安定緊急支援補

助金について魚津市水産業経営安定緊急支援補助金交付要綱第５条の規定に

より、次のとおり決定しましたので、通知します。 

 

     年 月 日 

 

魚津市長 

 

１ 交付します 

 

２ 交付しません 

 （交付しない理由） 

 



様式第３号（第６条関係） 

年  月  日 

 

魚津市長                      あて 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水産業経営安定緊急支援補助金実績報告書 

 

年 月 日付け魚津市指令 第 号で交付決定の通知があった魚津

市水産業経営安定緊急支援補助金について、魚津市水産業経営安定緊急支援

補助金交付要綱第６条の規定により、その実績を次の関係書類を添えて報告

します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

２ 関係書類 

（１）事業報告書 

 

（２）収支決算書 

 

（３）その他必要な書類 

 

 



様式第４号（第７条関係） 

魚津市指令 第  号 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水産業経営安定緊急支援補助金額の確定通知書 

 

年 月 日付けで実績報告のあった魚津市水産業経営安定緊急支援

補助金について、魚津市水産業経営安定緊急支援補助金交付要綱第７条の規

定により、次のとおり額を確定しましたので、通知します。 

 

     年 月 日 

 

魚津市長 

 

１ 補助金の交付決定額  金      円 

 

２ 補助金の額の確定額  金      円 

 



様式第５号（第８条関係） 

年  月  日 

 

魚津市長                      あて 

 

所 在 地 

団 体 名 

代表者氏名 

 

 

魚津市水産業経営安定緊急支援補助金請求書 

 

年 月 日付け魚津市指令 第  号で交付決定のあった  年度魚

津市水産業経営安定緊急支援補助金について、魚津市水産業経営安定緊急支

援補助金交付要綱第８条の規定により、次のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 事業名 

 

２ 補助金の交付決定額  金      円 

 

３ 補助金の額の確定額  金      円 

 

４ 補助金請求額     金      円 

 

 


